
○消防操法及び消防訓練礼式に関する規則 
 平成 11年 4月 1日 
 規則第30号 
 
（趣旨） 
第 1条 この規則は、消防職員が用いる消防操法及び消防訓練礼式に関し必要な事項を
定めるものとする。 
（消防操法） 
第 2条 消防用機械器具の取扱い及び操法に関する事項は、消防庁の定める消防操法の
準則（昭和 28年国家公安委員会告示第 3号）による。 
（消防訓練礼式） 
第 3 条 消防訓練礼式に関する事項は、消防庁の定める消防訓練礼式の基準（昭和 40
年消防庁告示第ｌ号）による。 
（補則） 
第 4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が
別に定める。 
附 則 
この規則は、公布の日から施行する。 
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